
）側南階3舎庁本二第（1

1ページ

（https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05）

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準　追補版
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html）

登録番号（7）87令和８年３月

2021年版

　高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることを情報
提供することにより、施設利用が促進される効果が期待できます。

　バリアフリー化によって床面積が大きくなった分は、容積率算定の
基礎となる延べ面積から除くことができます（容積不算入措置）。

【容積緩和の対象】
廊下等、階段、傾斜路、便所、駐車場、劇場等の客席

※バリアフリー法第17条認定を受けた建物は、建築基準法第52条第14項に基づき、宿泊施設の一般客室内の浴室等
及び便所についても緩和を受けることができます。

表紙の絵　「建築物バリアフリーパンフレット」表紙絵画コンクール　最優秀賞（小学生の部）
墨田区立錦糸小学校６年　平沼　巧さん

題名「ファーストステップ～知る～」

　東京都では、「建築物バリアフリー条例」を制定し、バリアフリー法で定められている対象

建築物の拡大とバリアフリー化に関する整備基準の強化をしています。

　ご高齢の方、障害のある方、けがをしている方や子育てをしている方など、誰もが

利用しやすい建築物をまちの中に増やしていきましょう。
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：

授乳室

一

又

付近に利用居室までの経路を示す
誘導表示　など

・便所の設置（原則各階に設置）　・床は滑りにくい仕上げ
・車椅子使用者用便房の設置（設置数の算定については6,7ページ）
　・車椅子使用者が利用しやすい空間の確保
　・手すり等の設置
・オストメイト対応の水洗器具の設置　
・小便器は床置式又は低リップ式
・ベビーチェア、ベビーベッドの設置　など

(https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/machizukuri/bfree/index.html)

移動等円滑化経路
（一つ以上必要となる段差のない経路）

利用居室：不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、
　　　　　障害者等が利用（多数の者が利用）する居室

整備基準の詳細は都市整備局ホームページを御覧ください。

利用居室

①道路
（又は公園、広場など）

②車椅子使用者用
便房

③車椅子使用者用
駐車施設

車椅子使用者が利用しやすい空間の確保

点状ブロック

（ 用 途 に 関 わ ら ず 共 通 の 基 準 ）

階段の上下端、傾斜路の上端に点状ブロック等の敷設（視）
表面は滑りにくい仕上げ　など
授乳室等の設置（特定の用途及び一定規模以上のものに限る）

高さが75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場（屋内のみ）
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整備基準の概要（便所）

※公立小学校等及び条例第３条で追加する特定建築物については、多数の者
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上の図は不特定多数利用便所の設置イメージであり、車椅子使用者用便房については、別途検討が必要です。

不特定多数利用便所の設置について
　不特定多数の者等※が利用する便所（以下「不特定多数利用便所」という。）は、原則、これらの者が利用する階の階
数と同数設けなければならず、その位置は、特定の階に偏ることなく、便所の利用に支障がない場所にしなけれ
ばなりません。
　なお、店舗における従業員のみが利用するバックヤードのみの階などは不特定多数の者等が利用する階には該当
しません。
　また、上記の設置数の算定においては、下記の階は除かれます。

　　①　地上階であり、その出入口に近接して、不特定多数利用便所を
　　　　有する他の施設（同一敷地内）が存在する階
　　②　不特定多数の者等が利用する面積が著しく小さい階
　　③　不特定多数の者等の滞在時間が短い階
　　　　（例） 駐車場のみのフロア 等
　　④　上記のほか、管理運営上やむを得ない階
　　　　（例） 共同住宅の住戸のみのフロア 等

車椅子使用者用便房の設置について
　不特定多数の者等が利用する便所の設置階においては、車椅子使用者用便房を１以上設けなければなりません。

このことにより、原則として階数と同数の車椅子使用者用便房の設置が必要となりますが、床面積が10,000㎡を超える

大規模階や、1,000㎡未満の小規模階を有する建築物においては、階の分類毎に必要設置数の算定方法が別に定め

られています。

　①　大規模階の場合

　　　　不特定多数の者が利用する床面積に応じ、下記のとおり算定※１

　　　　　10,000㎡超40,000㎡以下　２箇所

　　　　　40,000㎡超　　　　　　　 当該床面積÷20,000（端数切上げ）

　②　小規模階の場合

　　　　階毎ではなく、全ての小規模階を合わせ、下記のとおり算定※２

　　　　　不特定多数の者が利用する部分の面積の合計÷1,000（端数切捨て）

 なお、延べ面積が1,000㎡前後の特別特定建築物にあっては、上記算定結果が０となる可能性がありますが、

建築物バリアフリー条例により、最低１箇所以上の車椅子使用者用便房の設置が義務付けられています。

便所の数え方について
　不特定多数利用便所の設置数について、男子用及び女子用の便所を設ける場合は男子用と女子用の1組で1箇所

とし、いずれか一方のみ、又は共用便所を設ける場合にあっては、当該便所ごとに1箇所とします。
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整 備 基 準 の 概 要 （ 共 同 住 宅 ）

整 備 基 準 の 概 要 （ 宿 泊 施 設 ）

特定経路の考え方
特定経路を構成する特定施設（出入口、廊下等、傾斜路、エレベーター、敷地内通路）は、一般基準に加え、別途規定

されている整備基準に適合させなければなりません。移動等円滑化経路と考え方は似ていますが、寸法等が
異なっています。

・車椅子使用者用客室を総客室数の1%以上設置（客室総数50以上の場合）

　　客室出入口　：出入口幅85cm以上

　　便所、浴室等  ：出入口幅80㎝以上

　　　　　　　　  手すり等を適切に配置、十分な空間の確保

宿泊者特定経路の考え方
　宿泊者特定経路を構成する特定施設（出入口、廊下等、傾斜路、エレベーター、敷地内通路）は、一般基準に

加え、別途規定されている整備基準に適合させなければなりません。移動等円滑化経路と考え方は似ていますが、

寸法等が異なっています。

特定経路

利用居室がない場合の
移動等円滑化経路

利用居室がある場合の
移動等円滑化経路

特定経路

利用居室がない場合の
移動等円滑化経路

利用居室がある場合の
移動等円滑化経路

各住戸

①道路
（又は公園、広場など）

③車椅子使用者用
駐車施設

利用居室
（集会室等）

②車椅子使用者用
便房

各客室

異な て ます。

各住戸

①道路
（又は公園、広場など）

③車椅子使用者用
駐車施設

利用居室
（集会室等）

②車椅子使用者用
便房

車 椅 子 使 用 者 用 客 室

・ 客室内に段差を設けない

・ 客室出入口　：出入口幅80cm以上 

・ 便所・浴室等  ：出入口幅75cm以上

　　　　　　　　 （客室面積15㎡未満の場合は70cm以上）

　　　　　　　　 出入口前の通路幅100cm以上※

 　　　　　　　　（客室面積15㎡未満の場合は80cm以上）

　   ※ 便所・浴室等に接して脱衣室・洗面室等を設ける場合

　　    当該脱衣室等に接する通路幅100㎝以上

　　    当該脱衣室等の出入口（便所・浴室等の出入口を除く）幅100cm以上

　　　（客室面積15㎡未満の場合はどちらも80cm以上）

一 般 客 室

<参考図>　　便所・浴室等に接して脱衣室・洗面室等を設ける場合（15㎡以上）

特 定 経 路

8ページ 9ページ
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・客席ごとに座席数の0.5%以上の車椅子使用者用部分を設置

　（座席数が400以下の場合は、２箇所以上）

　　車椅子使用者用部分の基準

　　　幅90㎝以上、奥行き135㎝以上

　　　床は平ら

劇 場 等 の 客 席

（注）上記の内容は、令和８年３月時点で施行されている内容です。 」「＋」「

（https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/jourei_kisoku）
東京都福祉のまちづくり条例の詳細は、ホームページ（東京都福祉局）を御覧ください。

整 備 基 準 の 概 要 （ 劇 場 等 ）

　劇場等においては、客席※１の出入口から車椅子使用者用部分までの経路（車椅子使用者用経路）も移動等円滑

化経路としなければなりません。

客席１

エントランス等

道等

客席２ 客席３

10ページ 11ページ
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（https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/machizukuri/manual05）

高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準
ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準　追補版
（https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html）

登録番号（7）87令和８年３月

2021年版

　高齢者、障害者等をはじめ誰もが利用しやすいバリアフリー建築物であることを情報
提供することにより、施設利用が促進される効果が期待できます。

　バリアフリー化によって床面積が大きくなった分は、容積率算定の
基礎となる延べ面積から除くことができます（容積不算入措置）。

【容積緩和の対象】
廊下等、階段、傾斜路、便所、駐車場、劇場等の客席

※バリアフリー法第17条認定を受けた建物は、建築基準法第52条第14項に基づき、宿泊施設の一般客室内の浴室等
及び便所についても緩和を受けることができます。

表紙の絵　「建築物バリアフリーパンフレット」表紙絵画コンクール　最優秀賞（小学生の部）
墨田区立錦糸小学校６年　平沼　巧さん

題名「ファーストステップ～知る～」

　東京都では、「建築物バリアフリー条例」を制定し、バリアフリー法で定められている対象

建築物の拡大とバリアフリー化に関する整備基準の強化をしています。

　ご高齢の方、障害のある方、けがをしている方や子育てをしている方など、誰もが

利用しやすい建築物をまちの中に増やしていきましょう。
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